
○
総
務
省
告
示
第
三
百
三
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
九

年
九
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
の
解
散
に
よ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
お
い
て
在
外
公
館
等
に
お
け
る
在
外
投
票
を
行

わ
な
い
在
外
公
館
の
長
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
五
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

在
ブ
ー
タ
ン
日
本
国
大
使
、
在
キ
リ
バ
ス
日
本
国
大
使
、
在
ク
ッ
ク
日
本
国
大
使
、
在
ツ
バ
ル
日
本
国
大
使
、
在
ナ

ウ
ル
日
本
国
大
使
、
在
ニ
ウ
エ
日
本
国
大
使
、
在
バ
ヌ
ア
ツ
日
本
国
大
使
、
在
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
日
本
国

大
使
、
在
ガ
イ
ア
ナ
日
本
国
大
使
、
在
グ
レ
ナ
ダ
日
本
国
大
使
、
在
ス
リ
ナ
ム
日
本
国
大
使
、
在
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ

ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス
日
本
国
大
使
、
在
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
日
本
国
大
使
、
在
セ
ン
ト
ル
シ
ア
日
本
国
大
使
、
在
ド
ミ

ニ
カ
日
本
国
大
使
、
在
バ
ハ
マ
日
本
国
大
使
、
在
ベ
リ
ー
ズ
日
本
国
大
使
、
在
ア
ル
バ
ニ
ア
日
本
国
大
使
、
在
ア
ン
ド

ラ
日
本
国
大
使
、
在
キ
プ
ロ
ス
日
本
国
大
使
、
在
コ
ソ
ボ
日
本
国
大
使
、
在
サ
ン
マ
リ
ノ
日
本
国
大
使
、
在
バ
チ
カ
ン

日
本
国
大
使
、
在
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国
日
本
国
大
使
、
在
マ
ル
タ
日
本
国
大
使
、
在
モ
ナ
コ
日
本

国
大
使
、
在
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
日
本
国
大
使
、
在
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
日
本
国
大
使
、
在
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
日
本
国
大

使
、
在
イ
エ
メ
ン
日
本
国
大
使
、
在
イ
ラ
ク
日
本
国
大
使
、
在
シ
リ
ア
日
本
国
大
使
、
在
エ
リ
ト
リ
ア
日
本
国
大
使
、

在
カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ
日
本
国
大
使
、
在
ガ
ン
ビ
ア
日
本
国
大
使
、
在
ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
日
本
国
大
使
、
在
コ
モ
ロ
日
本
国



大
使
、
在
コ
ン
ゴ
共
和
国
日
本
国
大
使
、
在
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
日
本
国
大
使
、
在
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
日
本
国
大
使

、
在
ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド
日
本
国
大
使
、
在
セ
ー
シ
ェ
ル
日
本
国
大
使
、
在
赤
道
ギ
ニ
ア
日
本
国
大
使
、
在
ソ
マ
リ
ア
日
本

国
大
使
、
在
チ
ャ
ド
日
本
国
大
使
、
在
中
央
ア
フ
リ
カ
日
本
国
大
使
、
在
ト
ー
ゴ
日
本
国
大
使
、
在
ニ
ジ
ェ
ー
ル
日
本

国
大
使
、
在
ブ
ル
ン
ジ
日
本
国
大
使
、
在
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
日
本
国
大
使
、
在
リ
ビ
ア
日
本
国
大
使
、
在
リ
ベ
リ
ア
日
本

国
大
使
、
在
レ
ソ
ト
日
本
国
大
使
、
在
ベ
ン
ガ
ル
ー
ル
日
本
国
総
領
事
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
日
本
政
府
代
表
部
大

使
、
国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
大
使
、
国
際
民
間
航
空
機
関
日
本
政
府
代
表
部
大
使
、
在
ウ
ィ
ー
ン
国
際
機
関
日
本

政
府
代
表
部
大
使
、
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表
部
大
使
、
軍
縮
会
議
日
本
政
府
代
表
部
大
使
、
経
済
協

力
開
発
機
構
日
本
政
府
代
表
部
大
使
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
日
本
政
府
代
表
部
大
使
及
び
欧
州
連
合
日
本
政

府
代
表
部
大
使


